
【
対
象
】
４０
歳
以
上
で
、
今
年
度
、

ま
だ
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
（
対

象
の
方
に
は
受
診
票
を
お
送
り
し

ま
す
）

　
な
お
、
受
診
票
の
送
付
を
止
め

ら
れ
て
い
た
方
で
、
受
診
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
左
記
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
受
診
票
を
お
送
り
し

ま
す
。

【
料
金
】

２
０
０
円
（
４０
歳
〜
６４
歳
）

※
６５
歳
以
上
の
方
は
無
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
づ
く
り
推
進
課
　
　
　

蕁
５９
―

３
１
５
１

国
保
だ
よ
り
（
そ
の
１
）

平
成
２０
年
４
月
か
ら

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が

は
じ
ま
り
ま
す

　
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
平
成

２０
年
度
か
ら
従
来
の
住
民
全
員
を

対
象
と
し
た
基
本
健
康
診
査
に
代

わ
り
４０
〜
７４
歳
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
を
対
象
に
、
医
療
保
険

者
（
国
民
健
康
保
険
係
）
が
主
体

と
な
っ
て
『
特
定
健
診
・
特
定
保

健
指
導
』
を
行
い
ま
す
。

　
目
的
は
、
「
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）

に
着
目
し
て
、
生
活
習
慣
を
改
善
し
、

高
血
圧
症
、
高
脂
血
症
、
糖
尿
病

な
ど
の
生
活
習
慣
予
防
の
対
策
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
名
称
は
『
特
定
健
診
・
特
定
保

健
指
導
』
と
な
り
ま
す
が
、
従
来

の
「
基
本
健
康
診
査
」
と
ほ
と
ん

ど
健
診
内
容
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
１
年
に
１
回
は
健
診
を
必
ず
受
け
、

必
要
に
応
じ
て
保
健
師
・
管
理
栄

養
士
の
指
導
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
今
後
と
も
広
報
を
通
じ
て
随
時

お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
課
　国
保
係
　蕁
５３
―

３
１
１
５

～１年に１回は
 　胸部レントゲン検診を受けましょう～
１０月１日（月）
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猪野々消防屯所前
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１０月３日（水）

繁藤出張所前

香長コミュニティセンター

新改北部構造改善センター

入野・山本利雄氏宅前

西町公民館
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１０月２日（火）

久保高井多目的集会所

五王堂消防屯所前

安丸郵便局前

香美市役所物部支所前

塩公会堂前

根木屋公会堂前

旧岡ノ内中学校

別府体験実習館前

谷相　旧ＪＡ事業所前

五百蔵　旧ＪＡ事業所前

下野尻生姜貯蔵庫前

永野　消防屯所前

香美市役所香北支所前
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平
成
２０
年
４
月
か
ら

老
人
医
療
制
度
が
『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』
に
変
わ
り
ま
す
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

県
内
す
べ
て
の
市
町
村
が
加
入

す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
」
が
運
営
す
る
も
の
で
、

広
域
連
合
で
は
、
保
険
料
の
決

定
や
医
療
の
給
付
な
ど
を
行
い
、

市
町
村
で
は
、
保
険
料
の
徴
収

と
窓
口
業
務
を
行
い
ま
す
。

　
７５
歳
（
一
定
以
上
の
障
害
が

あ
る
方
は
６５
歳
）
以
上
の
方
は
、

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
広
域
連
合
が
交
付
す

る
被
保
険
者
証
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
、
診
療
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

 

◆
７５
歳
に
な
る
と
新
制
度
へ

　
７５
歳
に
な
る
と
、
現
在
加
入

し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
や
被
用
者
保
険
な
ど
の
医

療
保
険
を
脱
退
し
て
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
。
そ
の
際
、
新
た
な
届
け

出
な
ど
は
必
要
な
く
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
は
、

保
険
課
か
ら
配
布
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
一
定
以
上
の
障
害
が

あ
る
６５
歳
以
上
の
方
は
、
申
請

に
よ
り
、
こ
の
制
度
の
被
保
険

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
被
保
険
者
と

な
る
た
め
の
要
件
は
、
現
在
の

老
人
医
療
と
全
く
同
じ
で
す
。

　
な
お
、
す
で
に
老
人
医
療
の

受
給
者
に
な
ら
れ
て
い
る
方
は
、

平
成
２０
年
４
月
に
被
保
険
者
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

 

◆
保
険
料
は
所
得
に
応
じ
て
個

人
ご
と

　
保
険
料
は
、
介
護
保
険
と
同

様
に
被
保
険
者
個
人
ご
と
に
所

得
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
が
始
ま
る

こ
と
で
、
保
険
料
を
負
担
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
国
保

や
被
用
者
保
険
を
脱
退
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら

の
医
療
保
険
で
負
担
し
て
い
た

保
険
料
は
な
く
な
り
ま
す
。

 

◆
所
得
の
低
い
方
は
軽
減

　
所
得
の
低
い
方
は
、
国
保
と

同
様
に
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
被
用
者
保
険
の
扶

養
家
族
の
方
が
、
７５
歳
に
な
っ

て
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
す

る
と
、
新
た
に
保
険
料
を
負
担

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
保
険

料
の
負
担
が
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
加
入
時
よ
り
２
年
間
は
保

険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

 

◆
保
険
料
は
主
に
年
金
か
ら

　
保
険
料
の
徴
収
は
市
町
村
が

行
い
ま
す
が
、
介
護
保
険
と
同

様
に
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な

り
ま
す
。

　
天
引
き
の
対
象
と
な
る
の
は
、

年
１８
万
円
以
上
の
年
金
額
が
あ

る
方
で
、
介
護
保
険
料
と
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
合
計

額
が
、
年
金
額
の
２
分
の
１
を

超
え
な
い
場
合
に
天
引
き
と
な

り
ま
す
。

 

◆
負
担
は
老
人
医
療
と
同
じ

　
被
保
険
者
の
方
が
、
診
療
を

受
け
た
際
に
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
金
額
は
、
医
療
費
の

１
割
（
現
役
並
み
の
所
得
の
あ

る
方
は
３
割
）
で
す
。

　
ま
た
、
支
払
っ
た
金
額
が
所

得
に
応
じ
た
一
定
の
上
限
額
を

超
え
た
と
き
は
、
高
額
療
養
費

と
し
て
超
え
た
分
は
払
い
戻
さ

れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
診
療
の
際
の

負
担
な
ど
は
、
現
在
の
老
人
医

療
と
同
じ
で
す
。

 

◆
申
請
等
は
保
険
課
窓
口
へ

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
各
種
の

申
請
や
届
け
出
な
ど
の
受
付
は
、

保
険
課
窓
口
で
行
い
ま
す
。 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
険
課
　
医
療
年
金
係

蕁
５３
―

３
１
１
５

・
高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
（
高
知
市
丸
ノ
内
２

丁
目
４
番
１
号
）

蕁
０
８
８
―

８
２
１
―

４
５
２
６

平
成
平
成
２０２０
年
４
月
か
ら

年
４
月
か
ら

老
人
医
療
制
度
が

老
人
医
療
制
度
が
『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』

『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』
に
変
わ
り
ま
す

に
変
わ
り
ま
す

平
成
２０
年
４
月
か
ら

老
人
医
療
制
度
が
『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』
に
変
わ
り
ま
す

後期高齢者医療制度のしくみ

被保険者証の掲示

診療

医療費の一部負担

保険料納入
被保険者
証の交付 医療費支払

情報提供

資格管理等

医療費

請求

被保険者 医療機関

市町村 広域連合
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